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令 和 ６ 年 第 ４ 回 （ ９ 月 ） 

平群町議会定例会議事日程（第３号） 

 

令和６年９月１２日（木）  

午前９時開議     

 

日程第１   一般質問  

 



一般質問発言順序  

発言  

順序  

議席  

番号  
氏   名  質   問   要   旨  

７  ３番  岩﨑  真滋  １  ミスト設備を総合文化センターに  

   ２  災害備蓄品について  

   ３  防犯カメラの設置状況にいて  

８  ２番  須藤  啓二  １  メガソーラー工事について  

   ２  学童保育の民間委託について  

９  ４番  長良  俊一  １  部活動改革について  

   ２  新しい時代の学び舎へ再生するために  

   ３  認知症施策と医療と介護の推進について  

１０  １２番  馬本  隆夫  １  矢田山（仮称）東西線建設について  

   ２  総合グランドを人口芝化に  

   ３  コミバス運行について  

１１  ９番  井戸  太郎  １  紙書類の電子化で、資源と経費の節約を  
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再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

 皆さん、おはようございます。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより令和

６年平群町議会第４回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりであ

ります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 一般質問は１１名の議員から提出されており、昨日は６名の議員の一般質問

が終わっております。本日は５名の議員の質問を順次許可いたします。  

 まず、発言番号７番、議席番号３番、岩﨑議員の質問を許可いたします。岩

﨑議員。  

○３  番  

 おはようございます。それでは、議長の許可がありましたので、先般３項目

について通告いたしました質問をさせていただきます。議席番号３番、発言番

号７番、岩﨑真滋でございます。よろしくお願いいたします。  

 １項目め、ミスト設備を総合文化センターにについてです。  

 近年、気候変動の影響で猛暑日が増加し、記録的な高温が報告されています。

熱中症では、年間数万人が救急搬送されています。総合文化センターどんぐり

広場での屋外イベントなどで、夏の暑さを和らげる水を噴霧するミスト設備を

設置してみてはどうでしょうか。ミストが身体に当たるとひんやりと涼しく感

じ、体感温度が下がります。直接ミストに当たらなくても、ミストが気化する

ことで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があります。また、エアコンに比

べてエネルギー効率がよいことや、ミストシャワーは冷媒ガスを使用しないた

め、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を削減することが可能です。

来年の夏に向けて、町のお考えをお聞かせください。  

 ２項目め、災害備蓄品についてでございます。  

 昨今、各地で地震が発生しています。今夏、南海トラフ地震の臨時情報、巨

大地震注意が出されました。災害に備えて備蓄もされていますが、いま一度、

備蓄の在り方について検討課題も見えてきたと思います。平群町は、令和５年

１０月時点で高齢化率３８．９％と、３人に１人以上が６５歳以上という高齢



 

－１２２－ 

社会となっております。令和１２年には、高齢化率は４０．２％に達し、独り

暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者がさらに増加することが見込

まれています。かむことや飲み込む機能が弱いことで食事が制限されることが

あってはいけません。例えば、長期保存可能な柔らかいようかんやゼリー等は

誤嚥対策にもなります。また、衛生状態を保つために、例えば水の要らないシ

ャンプーなどが必要と思います。町の見解をお伺いいたします。  

 ３項目め、防犯カメラの設置状況についてであります。  

 町の主要なところには防犯カメラが設置されていますが、通学路や公園、高

齢者の方への見守り、違法駐車など様々な活用が考えられます。プライバシー

に配慮しつつ、犯罪抑止や安全安心のまちづくりの観点から順次設置は行われ

ていますが、現在の防犯カメラの整備状況についてお伺いいたします。  

 以上３項目について、答弁よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 それでは、岩﨑議員の大きな１項目めの総合文化センターにミストを設置し

てはということにお答えさせていただきます。  

 総合文化センターのどんぐり広場はオープンスペースであるため、夏には直

射日光が当たり、地面の温度はかなり高温になります。特に今年は熱中症警戒

アラートも幾度となく発令され、異常な暑さが続いております。夏場における

屋外でのイベント時の熱中症対策は、イベント主催者が責任を持って十分に配

慮を行うよう注意喚起に努めておるところでございます。  

 議員御提案のミストシャワーにつきましては、来館者の暑さ対策における効

果的な方法の一つであると考えることから、調査研究してまいりたいというふ

うに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○３  番  

 調査研究ということで、前向きに考えていただいているんだなというふうに

感じております。平群町の財政状況は数年間改善しつつも、現在も厳しい状態

ですが、危険な暑さが続き、時には健康、命に関わる猛暑日がこの８月にも続

きました。どうか来年の夏に向けて御検討いただくことをお願いしまして、こ

の質問はこれで結構でございます。  

○議  長  
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 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは２項目め、災害備蓄品についてお答えいたします。  

 災害時の避難所において、避難所での備えとしてアルファ米やレトルトカレ

ー、保存用ビスコなどの食料や飲料水を備蓄しております。また、生理用品、

おむつなどの備蓄のほか、水が使用できない場合への対策として簡易トイレ等

の備蓄を行っております。災害備蓄品は避難所だけではなく、自助の取組とし

て家庭においても備蓄を行うことが大事であるため、まずは長期保存可能なゼ

リーや水の要らないシャンプーの活用について、広報紙やホームページを通じ

て、必要な防災備蓄も含めて周知してまいりたいと考えております。町での備

蓄すべき物資の品目や内容につきましては、保存期間等も踏まえて検討してま

いりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○３  番  

 答弁ありがとうございます。  

 一つ再質問といいますか、ちょっと付け加えで、スティック状のようかん、

あとパウチといいますか、その場で作業しながら食べやすいようかんとかいろ

んな種類の、ブロック状のようかんもありますし、子どもからお年寄りの方ま

で、少ない量でお茶わん１杯分のカロリーが簡単に接種できるということで、

こちらのほうも御検討のほどよろしくお願いできますでしょうか。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 議員御提案の栄養補助食品、ようかんとかですね、そういった部分の食料の

備蓄につきましては、まずは一旦、家庭での備蓄を促してまいりたいと思いま

す。町としての備蓄につきましては、保存年限等、利用できるものを含めて、

今現在トータル的に備蓄していきたいというふうに考えておりますので、また

そういった御意見等も踏まえながら、今後の備蓄品の対応を行ってまいりたい

と考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○３  番  
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 ありがとうございます。検討をお願いしたいと思います。  

 備蓄品の充実は、自助・共助で補い切れないところでの災害時の住民の皆様

の命と健康を守るための大きな役割を果たします。９月３日の新聞報道の記事

の中で、「家庭での災害の備えを特に何もしていない」が４６％というアンケー

トの調査を見ました。記事の中で、自分だけは大丈夫と思う人間の心理につい

ても書かれていました。町当局におかれましても、今後もより一層の災害備蓄

品の充実の取組をお願いしまして、この質問はこれで結構です。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、３項目めの御質問にお答えをさせていただきます。  

 防犯カメラの設置状況についてでございますが、現在１７台の防犯カメラを

設置しております。用途別の設置の内訳数につきましては、地域防犯対策とし

まして近鉄の四つの駅前などをはじめ１３台、不法投棄対策といたしまして、

西山間地域に４台、計１７台の設置となっております。防犯カメラにつきまし

ては、犯罪抑止力の効果や証拠撮影、また設置することで地域に安心感を与え

るなど効果がございますので、今後におきましても必要に応じて設置をしてま

いりたいと考えております。  

 なお、今年度につきましては、地域防犯対策としまして２台、不法投棄対策

として２台の合わせて計４台の設置を予定をしておるというところでございま

す。  

 以上でございます。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○３  番  

 一つ再質問なんですけども、今年度の設置する具体的な箇所はどのようにな

っていますか。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 先ほど今年度の予定は計４台ということでお答え申し上げました。箇所につ

いてでございますが、地域防犯対策といたしまして、椿井交差点付近、三里南

交差点付近、また不法投棄対策といたしまして、北部リサイクルステーション

と南部リサイクルステーションに設置を予定をしております。  

 以上でございます。  
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○議  長  

 岩﨑議員。  

○３  番  

 もう一つ再質問なんですけども、次年度以降については、どのように考えて

おられますか。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 次年度以降の予定でございます。地域防犯対策といたしまして、地元自治会

などの要望であったりとか、また通学路の推進会議というものがございまして、

そこで設置要望がある場合、その箇所についての設置を検討していくというこ

とも含めまして、また不法投棄対策としましても、先ほど御答弁申し上げまし

たとおり抑止効果、また証拠の映像などがございますので、奈良県の補助金な

どを積極的に活用しながら防犯カメラの効果を有効に活用するために、町内で

必要とされる箇所につきましては町が主体性を持って計画的に予算措置をいた

しまして設置をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○３  番  

 答弁ありがとうございます。  

 住民の皆様の安心安全のために、今後より一層の防犯カメラのスピーディー

な設置、要望にすぐに応えていただいて取り組んでいただけるようにお願いを

しまして、私の一般質問をこれで終わります。ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、岩﨑議員の一般質問をこれで終わります。  

 ９時２５分まで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午前  ９時１３分）  

 

再    開  （午前  ９時２５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  
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○議  長  

 発言番号８番、議席番号２番、須藤議員の質問を許可いたします。須藤議員。 

○２  番  

 皆さん、おはようございます。須藤でございます。傍聴の皆さん、朝早くか

ら御苦労さまでございます。  

 今日は一般質問としまして、２項目、メガソーラーに関わる災害の問題とで

すね、２点目は、学童保育の民営化に関する質問を行いたいと思います。なる

だけ簡潔に質問をさせていただきますので、理事者側の皆様もぜひ誠実なお答

えを簡潔にお願いをしたいと思います。  

 一番初めに、今月号の奈良の県民だよりっていうのが、もう既に配布をされ

ています。知事のコラムという欄を、ちょっと御紹介を質問の前にさせてくだ

さい。コラムで「一念通天」というふうなタイトルでですね、「地方から望まし

い電源構成を考え、実行する」という投稿をされています。その中でちょっと

びっくりというんですか、当然といえば当然なんですが、太陽光発電の立地に

関して知事はこんなふうに述べています。「二酸化炭素の吸収源である森林を伐

採してまで太陽光発電施設を設置することは意味がありません」というふうに

おっしゃってます。これはごく自然な発言だと思うんですね。実際に平群で起

こっていることやとかっていうことは多分頭にはないんだろうなと思いながら

この記事を読んだんですが、一般的には二酸化炭素を吸収する森林を伐採して

電力のパネルを貼るっていうのは本当に意味がないというのは私も大賛成で、

今回平群の件で申しましたら、そのことによって災害の危険性が高まっている

ということに関して、これはやっぱり住民としては許せないというふうに考え

ています。  

 初めの１点目なんですが、メガソーラーに関して、開発現場からの土砂・濁

水の流出事故が頻発しているという問題でございます。  

 議員の皆さんには申し訳ないんですが、経費でですね、白黒で印刷されてる

んでちょっと見にくいかもしれないんですが、傍聴の方には個人的にカラー版

を配付しましたんで、多少お分かりいただけるかなと思います。写真をちょっ

と見ながら話を聞いていただきたいんですが、令和元年９月２日に開発事業者、

当時は生駒平群発電ですね、と平群町との協定書が交わされています。第７条

では、２、区域外に土砂・汚濁水等が流出しないように十分留意するものとす

ると書かれています。当然、県の開発許可の条件でも同様の指示がなされてい

ます。  

 写真は、本年６月末から７月初めにかけての梅雨の雨による土砂・濁水の流

出状況です。写真１は、名倉興産の現場からですね、その向かい側、４号調整
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池っていうのを業者さんがやっておられる、その南２００メートルほどになる

んでしょうか。その位置になります。この写真は６月２４日に撮ったものでで

すね、写真が白黒なんで非常に分かりにくくて申し訳ないんですけど、いわゆ

る黄土色の濁水がそのまま道路の側溝に流れ込んでいます。その奥には、これ

も本当に申し訳ないですが、カラーでないと分かりにくいんですが、一部ちょ

っと薄暗いところがもともとの地盤で、その右側ですね、真ん中にちょっと蛇

行した水の流れができていますが、ここに泥が完全に堆積しているという状態

です。本来でしたら、これは沈砂池だとか調整池、仮設の工事用のそういう池

で泥が取り除かれて、もちろん透明な水になるわけではありません。やっぱり

濁りは当然残るんですが、もう本当に敷地境界ぎりぎりにこういう土砂が流れ

出して、水は当然流れ出ていくと。これ、道路側溝に全部流れてるんですね。

道路側溝からどこへ行くかっていうと、椿台、櫟原の地区に流れ出してるとい

うのが現状です。  

 次のページになりますが、写真２です。これは櫟原バス停付近の濁水の流出

状況で、６月２４日、側溝蓋はコンクリートになってます。そこから道路にず

っと濁水が流れ出してる。業者さんのほうが土のう袋で応急処置をされてると

いう状態ですね。それに対して、１週間後ぐらいだと思うんですが、もう一度

雨がありました。このときには既に対策としてですね、業者さんがコンクリー

ト蓋を撤去して、グレーチングっていう穴空きの網のような形のものに取り替

えてるんですね。ただし濁水は同じように出ています。ですから、道路にはは

み出さないですが、道路側溝に出てると。道路側溝からどこに行くんかという

と、結局、櫟原のバス停からＳ字的な形で下りていく道路にですね、そこへ流

れ出てるんですね。これがずうっと出ていきまして、営農団地の辺りから椿台

のほうへ流れ出ると。道中ですね、町道のほうに濁水が流出していたり、水田

の一部に濁水が流れ込んでいたりというふうなトラブルが起こっています。事

業者いわくは、「行政と協議の上、道路にあふれていた濁水を側溝に流れ込むよ

うにグレーチングに交換してます」というふうに回答してます。  

 ３ページ目をお願いします。写真は、度重なった濁水流出事故の一部であり

ますが、濁水・土砂流出は河川下流の町道、水田に及んでいると。椿台住宅地

では度々濁流が流れ、そのたびに不安を感じておられる。  

 そこで質問をいたします。  

 ①濁水流出は協定に決められた防災対策に違反していると思われますが、グ

レーチング交換等の緊急対応以降、どのように報告され、対策が行われていま

すか。  

 ②一概に濁水と呼んでいますが、濁りの程度等の基準はどのように定められ
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ていますか。また、法令による規制があるのですか。  

 ③濁水は４号調整池の下の沢から櫟原、椿台に流出しています。一向に対策

が進んでいないというふうに見受けます。「地元水利組合との協議を行い、対策

を進める」との回答が前回議会で回答されました。進捗状況はどのようになっ

ていますか。  

 ④開発地からの放流は櫟原川、椿台水路であります。櫟原地区との協議は当

然行っていただく必要がございますが、椿台自治会との協議はどうなっている

んでしょうか。必要はないんでしょうか。  

 ⑤２０２１年より開発地の現地説明会を事業者さんにお願いをしています。

調整池の完成後にしたいという返答が８月にございました。住民は濁水の流出

などに不安を感じて現地を確認をしたいという希望を持っておられますが、協

栄ソーラーさんは回答書で、「説明会の御案内、開催方法等につきましては、平

群町とも協議の上、改めて御連絡をさせていただきます」ということで文書回

答がございました。写真のように、土砂が流れっ放しの状況がうかがえます。

改めて現地説明会の必要があると考えますが、いかがですか。  

 大きく２番目でございます。学童保育の民間委託について。  

 本町においては、学童保育の実施は住民にとって子育て世代が転入の理由と

してきた、そんなふうに伺っています。学童保育は、豊かな放課後を過ごすた

めに長い歴史を経て制度化されました。特に低学年の子どもたちにとっては、

小学校の授業よりも学童保育で過ごす時間のほうが長いくらいであり、人格形

成にも極めて重要と考えます。議会全員協議会において、町は民間委託の理由

を指導員の確保が困難であるとの理由を挙げましたが、民間経営のひどい状況

が報道されています。詳しくは植田議員が昨日の一般質問で御紹介いただきま

した。  

 そこで質問いたします。  

 ①指導員の人員の確保が困難である原因について、どのように分析されてい

ますか。社会全体の人員不足はあるが、特に学童指導員確保が困難な理由につ

いて伺います。  

 ②本町において、学童指導員と類似した職種であると私は考えますが、保育

士さん、先生方などですね、人員不足があるんでしょうか。また、ある場合、

人員不足の状況と対策について伺いたいと思います。  

 ③学童保育施設の運営で特に重要な役割を担うと私は考えていますが、施設

長さん、または主任的な方ですね、こういう方がおられるのか。勤務期間、在

籍期間はどのようになっているのか。もしおられなければ、それに代わるよう

な方で結構です。中心になっておられる方のそういう経歴ですね、伺いたいと
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思います。また、２２人の勤続期間で最低最高、また平均の期間をお聞きしま

す。あわせて給与体系について、若年層、お若い方が長期の希望を持って勤務

できる、そういう理想ということを私は考えていますが、そういうことに応え

られるような条件があるのかどうか。  

 ④高齢の指導員の方が相当数おられると聞いています。相当数よりもどうも

多いような気がします。病気や通院等の頻度が高く、それに伴う対応は想定内

の事象ではないでしょうか。２２人ではもともと不足というふうに思いますが、

いかがでしょうか。  

 ⑤民間委託の場合に人員確保ができるとするが、実情は極めて劣悪な人員確

保の実態があります。的確な指導員を確保する基本的な役割は行政側にあるの

ではないですか。人員確保に関わる姿勢をお聞きします。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 西岡事業部長。  

○事業部長  

 それでは、１項目めのメガソーラー工事についての御質問にお答えいたしま

す。  

 一つ目、６月２４日の濁水流出に対する緊急対応以降の報告についてでござ

います。その後、奈良県の担当部局と平群町でも現地確認の上、濁水が流出し

ないよう開発事業者に指導をしました。指導後、開発事業者は造成工事に際し

て、町道などに濁水が流出しないよう雨水を仮設調整池に集水できる施工をさ

れております。  

 二つ目、濁水の法的な規制基準についてでございます。宅地造成工事中にお

ける濁水の規制基準というものはございませんが、一時的に濁水を滞留させ、

土砂を沈殿させる仮設調整池の設置を開発許可条件として義務づけをしており

ます。  

 ３点目の４号調整池の下流水路についてでございます。櫟原水利組合と開発

事業者による協議に基づき、間もなく水路改修工事に着手されると聞いており

ます。  

 ４点目の椿台自治会との協議は必要ないのかについてでございます。椿台横

の水路に関しましては、２か所の改修工事が完了しておりますので、特に協議

の必要はないと考えております。  

 五つ目の現地説明会の開催についてでございます。開発事業者は現地説明会

について、ある程度造成工事が進み、安全が確保されてから実施したいと聞い

ております。また、濁水等の流出防止については、大規模な造成工事の施工中
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であり、日々現地の状況が変化しております。平群町としましては、奈良県と

連携しながら定期的なパトロールなどで現地確認し、問題があればその都度、

開発事業者を指導してまいりたいと考えています。また、現在では４号調整池

がおおむね完成し、調整池の上流からの雨水は調整池に流入するようになって

おり、造成工事で発生した流出土砂についても、調整池に堆積をしていること

を確認しております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 回答いただいたんですが、対策っていうのは工事を着手する前ですよね。例

えば、そこら辺が非常に今回の工事で不規則というんですか、私は正しくない

というやり方をされてると思うんですが、もともと森林伐採したときに沈砂池

も調整池もほとんどないという状況でスタートしてるんですね。その後、我々

からの指摘でですね、それこそ２年がかりで防災調整池等の設置を進められて、

去年の１月で完了した後、２月に変更許可が下りたという状況なんです。  

 今、部長が御回答いただいたんですが、まず濁水の規定がない。これは法律

を読んだら、水質汚濁防止法等にも引っかからないっていうことは私も十分知

ってます。ただし、何らかの目安がなければ何が濁水かと、それすら決められ

ない。ひどい話が、先ほど見ていただいた写真があるんですが、島野参事には

多分お渡しをしたと思うんですがね、かなり真っ茶色の水になってるんです。

我々で測定しますとね、椿台の水路の辺りでＳＳという指標がございます。浮

遊物質、要は濁りの成分ですね、これを測ると２，０００っていう数字になっ

てるんです。さらに下流の元山上口駅から上へ１００メートル辺りですか、橋

がございますね。そこから取ったところでは、やっぱり１，０００っていう数

字になってるんですね。これ、雨が降れば濁るだろうっていうふうに当然世間

のみんなは思ってるんですが、程度の問題なんですね。水質汚濁防止法でいう

と一般基準が２００以下、最大で２００なんですね。それから考えても１０倍

になってると。  

 私が写真をおつけしたっていうのは、実はそのことなんですよ。こういう状

態になって、これで沈砂池、調整池を経由してるというふうに言えるんですか。

そこが問題なんです。通過して濁りが多少残ってるっていうことであればね、

例えば生駒から流れてくる水やとか、今申し上げたように、椿台で例えば２，

０００の水が大釜川と合流すると１，０００まで落ちてるんですよ。薄められ

てるんです。ということは、ほかの水系から入ってくる水のほうが低いと。要
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はゼロに近いんですよね。だから、希釈されて１，０００ぐらいに落ちてるん

ですね。ということはね、実効性のあることをもし求めようとしたら、池を通

過するんだと、調整池を通過するんだとおっしゃってるそこができていないで

しょうということなんです。だからこんな濃度の水が出るんだと。  

 ３ページ目の全景を写した写真があると思うんですが、これは４号池の上な

んですよ。この写真を見てですね、私も土木の仕事を４０年やってますが、と

てもやないですけど、池に経由して水が出るような様子になってません。そこ

が問題だというふうに私は考えてます。ですから、少なくともこの程度の水に

しなさいというのは、指導として当然必要だと思いますが、いかがですか。  

○議  長  

 島野都市建設課参事。  

○都市建設課参事  

 今、須藤議員が言われたように、６月２４日以前の大雨がありまして、その

ときにこういった濁水が出たと。それに関しては、町としても防災調整池を介

せずに直接流出している状況があるのではないかということで、事業者を指導

したところです。当然、今造成中ですので、現場は日々その地形が変化してい

っております。その変化している中で、場合によっては調整池に集水しないよ

うな新たな水みちができるということも考えられますので、それについては先

ほどの答弁のとおりですね、パトロール等をしながら、こういった濁水が直接、

道路側溝に流出するようなことがないように指導していきたいというふうに思

っております。この御質問の通告書にあります写真については、６月の当時こ

ういった状況だったということで、それ以降、そういうことがないように指導

したということです。  

 水質汚濁防止法に関しましては、現に稼働しております工場だとか事業所か

らの排水基準ということでございますので、それに対して宅地造成中の工事の

現場からどの程度の濁水が目安として許されるのか、これはちょっと難しい話

だとは思いますが、あくまでも防災調整池に一時土砂を滞留させて、土砂が濁

水とともに流出しないようにということで、今後も造成中、新たな水みち等が

起こって直接濁水が一時滞留しないような、調整池に入らないような状況にな

らないようにというふうに指導していこうと思っております。  

 先ほどの答弁でもありましたように、４号調整池についてはほぼ完成してお

りますので、調整池の上流部分からの雨水については、基本的に４号調整池に

流入するようになっております。結果的に、造成中かなり土砂の流出がありま

すが、４号調整池に流出した土砂が堆積してるということも現地で確認してお

ります。  
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 以上です。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 造成中でいっとき池を経由しないような状況が生まれるんだと、簡単におっ

しゃっていただいたんですが、土木の施工をずっとやってきた人間としては、

もしそんなことが許されるなら、こんなに楽な商売はないんですよ。そのため

に現場の管理っていうのは苦労するんです。いかに切替えていくかっていうこ

とが実は非常に大事なんです。この点はね、もう一度そういう視点で指導して

いただかないと、ここは一時的にこうやなと、しゃあないなということでもし

済まされて、そのタイミングで、例えば台風１０号のように直撃するんだと、

大型台風が来るんだというふうな状況が実はあったわけなんですよ。そのとき

に、今おっしゃったような状況があれば、実際に災害が起こると、可能性が非

常に高いというふうに考えないと何のための協定書だと。何のための宅地開発

規制法だということになるんですよ。だから、今の発言は私はおかしいと思い

ます。  

 せっかくそこまでおっしゃっていただいたんで、規制値はないと今繰り返し

おっしゃっていただきましたね。もちろん私はその関係に関してはずっとやっ

てるんでよく分かってます。特定施設がなければ規制法はかからないというの

は当然のことで、イロハのイの字なんですよ。だから、何らかの目安が必要じ

ゃないんですかというふうに申し上げたんですね。じゃあ実際どうしたらええ

んかということになるんですよ。これね、非常に悩ましいと実は思います。お

っしゃるとおり、何で規制できるんかっていうことなると本当に難しいんです

よ。都道府県で条例を持っておられるところはね、例えば東京都なんていうの

は２００でちゃんと守ってくださいねという条例をつくっておられますから、

当然条例に基づいてということになるんですが、平群町や奈良県はないですよ

ね、それがね。ということはね、どうしていったらいいのかということは、こ

れ、県に対しても提案をしてるんですが、実は２０１９年の許可当時ですね、

許可書の中に事業者は現地の敷地の境界で、私の記憶では８か所やったと思い

ます。工事を着工する前に、雨のときに開発地のほうから出てくる水を採水分

析します。濁度を調べます。その濃度に基づいて工事中も管理をするんですと

いうふうに業者は書類を提出しています。これ、許可証ですからね、どっかで

勝手に書いたもんじゃないんですよ。県に対してこういうふうにやりますよと

いうことで、業者ははっきり方向を持ってるんです。開発前と変わらない、そ

れ以下にしますよと。これを読み直してくださいね。ちゃんと施工計画書の中
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に入ってますんで。どこで調べるかもマークが全部されてます。敷地境界はフ

ラワーロード上ですね、なってます。これについては、業者の着工前の濁度の

データと、それ以降どういうふうに管理をしたのか、データを請求したいと思

いますが大丈夫でしょうか。提出していただけますか。  

○議  長  

 島野都市建設課参事。  

○都市建設課参事  

 ちょっと答弁を誤解されてる部分もあると思いますが、防災調整池に濁水が

入らなくてもいいとは一言も言ってませんで、きちっと防災調整池に土砂が滞

留するように指導すると申し上げております。先ほど来、６月の写真にあった

以降ですね、こういうことでは駄目だということで指導したということです。

今後もこういうことがないように指導していくということで、造成中だから調

整池に濁水が入らずに直接流出しても構わないよとは一言も申し上げておりま

せん。  

 許可条件の中で、濁度を調査して報告するというような中身については、奈

良県への報告なりがあろうかと思います。なければ、それはきちっとするよう

にということで指導したいと思います。平群町は、その資料については持って

おりません。  

 以上です。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 協定書を結ばれててですね、先ほども読ませていただいたとおりなんですよ

ね。区域外に土砂・汚濁水等が流出しないように十分留意すると。十分留意す

る、そういうふうになってるんです。それをどうするかということで、業者は

施工計画で県に提出してですね、８か所だと思いますが、着工前に濁度を調べ

ます。要は森林伐採等、掘削云々なんかをする以前の状態が幾らかと。それに

見合うような放流水にするんですよと明確に意思表示してるんです。これは工

事が始まって着工されたのが２０２１年２月ですから、もう既に３年近い歳月

がたっています。その間に台風が来たり、いろんな危険な状況がありました。

それに対して業者がどういうことをしたのかということを報告してくださいと

いうことです。もし手持ち、今の答弁ではないということだと思うんで、それ

に関して業者から提出することを求めていただきたいと思いますが、いかがで

すか。その点だけはっきり答弁をください。  

○議  長  
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 島野都市建設課参事。  

○都市建設課参事  

 事業者から奈良県に提出されているんであればですね、それについてはそれ

でいいと思うんですが、それ以降について、どういう形で奈良県に報告してい

るか、あるいは濁度についての調査等をしていないのか、そこら辺については

事業者に問い合わせたいと思います。事業者として奈良県に提出しているんで

あれば、奈良県からそのデータを頂くというようなことも可能かと思います。

なければないということで、今後そういったことをきちっとやっていくという

ことを事業者にも直接指導したいと思いますし、奈良県にも十分指導していた

だくように申入れたいというふうに思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 当然、今の答弁しかないと思いますが、残念ながら奈良県はお持ちじゃない

です。確認をしてます。結局、県も何もチェックしていない。これは確認して

くださいね、私が勝手に言うてるだけかもしれんからね。町のほうもそういう

データもないし、濁度の管理もしていないと。野放しですよ、こんなことでは。 

 どれぐらい土砂が流れ出るかというとですね、ちょっと簡単に計算しました。

雨の量がこの間のピークのときの状態で３０ミリぐらい、要は夕立程度ですよ

ね。これで開発地が５０ヘクタール程度で、当然伐採してないところはいろい

ろあるんで、流出係数というのがあるんですが、０．８で計算していくとね、

最終的に土砂の量というのは３０ミリの雨で４８トンという量になるんです

よ。ダンプでいうと１０台ぐらいの感じですかね。それだけの土砂が流れ出る

んですよ。当然、今の答弁でもあったんですが、調整池を経由せずに、沈砂池

を経由せずに出ていたということは、これだけの泥が出てるんです。４８トン

というたら、本当にちょっと裏の崖が崩れた程度で済まないぐらいの規模やと

思いますよ。それぐらいのものが出てて、結局、濁度云々ということもやって

いない。見に行ったら、どうも変なとこがあるよと、だから改善しなさいと。

そんなんで住民の命が守れるかということなんですよ。もう一遍厳しく業者を

指導することを求めます。データについてはしっかり求めてください。提出い

ただくようにお願いします。  

 この件は以上で結構です。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  
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○住民福祉部長  

 それでは大きな２項目め、学童保育の民間委託についての御質問にお答えを

させていただきます。  

 まず１点目、指導員の人員確保が困難な原因についてでございます。  

 その原因につきましては、様々存在するというふうに思われますけれども、

一番は就業時間帯がその大きな要因ではないかと思われます。放課後、児童を

預かることから、子育て世代の方々にとっては非常に働きにくい現場であるこ

と、また全国的に女性の就業率上昇等に伴いまして、保育ニーズの高まりから、

他市町村を含め、学童保育指導員への求人も多く見られ、その競争率が高まっ

ていることも一つの要因ではないかと考えております。  

 続きまして、２点目でございます。保育教諭等についての人員につきまして

は、公立こども園は２か所ございますけれども、今現在、不足なく職員配置で

きている状況です。しかしながら、特別支援を必要とする子どもが入園する際

には、新たに保育教諭を補充する必要があるということでございます。  

 また、その対策ということでございますが、ハローワークなど無料の求人募

集を始めまして、有料の求人サイトを活用しての募集であったり、また保育教

諭の知人紹介など、人脈を介しての配置に尽力しております。けれども、こち

らも困難な状況には変わりはございません。  

 続きまして３点目、施設長、主任の人員につきまして、本町の学童保育には

施設長は配置をしておらず、また、あわせて主任職も配置をしておりません。

ただし、勤続年数が長い指導員を主任的な人員ということで考慮した場合、通

常は４時間勤務していただいており、土曜日また長期休暇中は７時間勤務とい

う形を取っております。  

 次に、２２名のうち、勤続年数が最短の指導員の方は２か月でございます。

最長期間の指導員は１８年と１０か月となります。それぞれを平均した勤続年

数は５年９か月となっております。  

 また、給与体系等の希望を持てる条件ということでのお尋ねでございますが、

夏季の長期休暇期間中につきましては、学生アルバイトなどの需要がございま

す。ただ、ふだんの不規則な勤務形態によりまして、若年層が求める条件には

合致しにくいのではないかと考えております。  

 続きまして４点目、もともと人員不足ではないかということでの御質問でご

ざいますが、一般的に６５歳以上の方を高齢者ということであるとするならば、

該当する指導員は６名いらっしゃいます。健康状態が思わしくない方につきま

しては、継続しての雇用は行っておりません。しかし、通院をされてる指導員

の方は現に存在をいたしまして、ただ業務に支障のない範囲であるという判断
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をいたしまして、雇用を継続している状況でございます。そこで、年齢には関

係なく、感染症であったり、急な病気で対応を想定した余剰の人員については

配置をしておりません。その場合、ほかの指導員の方でシフトを変更して対応

するなど、その方策について苦慮を重ねているところでございます。それが連

続いたしますとシフトが組めず、やむを得ず町職員で対応しているということ

が現状でございまして、平時においては２２名で不足をしているということで

の認識はしておりません。  

 続きまして、最後５点目でございます。人員確保に係る行政側の姿勢という

ことでのお尋ねでございます。  

 議員お述べいただいておりますとおり、的確な指導員を確保する基本的な役

割は行政にあるということでございますが、このお言葉は学童保育のみならず、

他の職員採用についてもそのとおりであるというふうに思います。継続し責任

を持ってその役割を果たすべきではございますけれども、とりわけ学童指導員

につきましては、現状では我々の行政でのノウハウ、情報量、テリトリーでの

確保は既に困難を来しておりまして、このままであれば、極端に言えば閉所ま

たは縮小、さらには待機児童を生み出すような状況、確実にこれが予期されて

おりまして、運営主体の責任さえ果たせなくなる危機感を拭えることではござ

いません。そこで熟慮した結果、公設民営での運営形態へと移行させていただ

き、十分に行政としての責任を果たしながら、民間のノウハウを活用した安定

的・持続的な学童保育の運営を目指していくというものでございます。  

 昨日の植田議員の御質問にありましたが、ごく一部の他市町におきまして、

民間委託による人材確保がふさわしくない実態があったことも、十分に我々は

把握をしております。そういった事例も今後、我々にとっての教訓とさせてい

ただきまして、受託事業者には的確な指導員を必要数確保するための責務を課

しまして、よりよい学童保育所の運営を委託者・受託者ともに求めてまいりた

いと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 基本の姿勢はお伺いいたしました。実は先日ですね、私は北の学童のほうを

１時間ほど見せていただきました。状況でいいますとね、私を引き合いに出す

必要は本来ないんですが、子ども２人と、今、孫を４人、学童に行かせた経験

がございます。ヘルプ的にですね、指導員さんがおらんときに、親御さんで何

とか助けてくれというときに指導に入ったりもさせていただきました。状況は
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自分なりに知ってたつもりなんですが、実際に北に行くと本当にびっくりする

ような状況で、これは表現が難しいんですが、お子さんお一人お一人が自分の

名前のシールが貼られた席に座られて、ほぼほぼ動かないという状況でした。

おやつを食べたり、宿題したり、工作したり、漫画を読んだりといろんなこと

を皆さんはやってたんですが、ほとんどその席にずっと座ってると。おトイレ

へ行くときには指導員さんに声をかけてですね、「先生、おトイレに行ってきま

す」という形で「じゃあ、いってらっしゃい」ということで、帰ってきたらチ

ェックするというね。よしあしは別にして、非常に安定した状態で運営をされ

てるっていうのが実感でした。先生はどうしてるのかっていうと、ほぼ見守っ

てるという状況でやっておられました。非常にそういう意味ではね、指導員さ

ん、子どもさんを含めて、施設として安定した状態だというふうに感じました。

どこをどう解決する必要があるのかというのが実は正直なところでした。  

 民間にやってですね、先ほど部長もおっしゃったように、非常に不安定な雇

用をされてる実態というのは、これも皆さんがよく御存じやと思うんですよ。

短期の隙間バイトとかね。で、自分のお子さんをちょっと考えていただいたら

分かるんですが、部長さんであろうが、課長さんであろうが、町長もお孫さん

のことも一遍考えてもうたら、おられるかどうか私は知りませんが。例えば、

道を歩いてるお兄ちゃんに、ちょっと２時間ほど見といてと、バイト代を払う

でと。そんなことできないですよね、知らない人に。私ね、それとほぼ似たよ

うな状況になっちゃうんちゃうかなと。子どものほうから見たらね、私が、例

えば施設見学で行っても、やっぱり興味津々なんですね。このおっちゃんは何

者という感じですよね。子どもってやっぱり心を開くまではかなり期間がかか

るんですね、信頼関係ができるまで。となると隙間バイトや１日ぽっと入って

なんていうのは、ほとんど意味がないんです、指導員の補充ということでいけ

ばね。  

 それからいくとね、私が疑問に感じたんですが、本庁の職員さんが臨時対応

というんですか、穴埋めというのにずっと出られて、相当な数に上ってるんや

と。だから、非常に大変なんだというふうに説明をされてるんですが、一体こ

れは誰がどう判断して対応に当たられたんですか。施設のほうから応援を求め

られたのか、それとも本庁のほうの部局が状況を、例えば聞いたり、見たり、

条件はいろいろあるんですが、それで判断して行ったのかどうか。  

 先ほど答弁にあったように、責任者はいないですよね、学童施設のほうに。

ベテランの方がおられるというふうにおっしゃってますが、シフトを組んだり

っていうのは完全に人事権ですから、これをなし得るのはやっぱり正職員だと

思うんですよ。案を例えば施設のほうがつくったとしても、最終決定してこれ
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でいきましょうというのは、私は当然本庁側の管理の責任だと思うんでね。そ

ういうことまで考えると、一体誰が何を判断して応援に行ったのかってのは、

正直言って見えないです。そんなことで対応できるようなね、そういう仕事じ

ゃないはずなんですよ。ぽっと頭数だけそろえるために、例えば１人派遣しま

した、２人派遣しました、はい人数おるからオーケーですよということになら

ないですね。反対のほうからの見方をいうと、学童施設の設置基準というのは

当然よくお分かりやと思います。規模でいうと、４０人程度を目安とされて、

最大７０だよと。４０人で大体指導員が２人と。これは最低、法令的に決まっ

てますね。ほぼ基準って言えると思うんですが、２人。から言うとね、北学童

で定員が例えば１００人で二つの施設であればね、最低基準でいうたら４人で

すよね。例えば今８人だったと思うんですが、行かせてもらったときは１人お

休みで、多分７人だったと思います。それから勤務のシフトの関係でお顔が見

れんかった指導員さんもおるんですね。そういう状況で、要はこども支援課と

して何を基準に、何のために本庁の職員を派遣されたのか。ここをちょっとは

っきりしたいと思うんですね。お答え願いますか。  

○議  長  

 西岡こども支援課長。  

○こども支援課長  

 今の須藤議員の質問のほうにお答えさせていただきます。  

 シフトの管理のほうなんですけれども、責任者がいない状況で誰がシフトを

組んでるっていうところも、先ほども言いました、年数の長い指導員がまず指

導員のシフトを組んでいただいてて、こちらのほうを月初めにこども支援課の

ほうに提出していただいております。シフトでお休みとかもともと入って、子

どもを見れる状態でシフトを組んでおられるんですけれども、先ほども言いま

したとおり、急な病気やそういうことで重なるときに、シフトはそのところで、

いる現場の者でシフト組替えはされてるんですけども、それでもやはり足らな

いっていうときに、現場のほうからこども支援課のほうにどうしたらいいかっ

ていう状況判断を仰がれて、こども支援課のほうがうちの職員を行かせますっ

ていうことで判断をし、指導員のほうに応援を行かしていただいております。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 かなり私の正直な感想を言います。無責任やなと。責任者がいないのに、な

んか年長の方、経験の長い方がシフトを組んでと。これ、無責任やないですか。

子どもを預かってる施設でしょう。なんか年長やから、経験が長いからって理
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由にならないですよね。その件も問題点なんです、はっきり言うて。その人と

こども支援課が相談して派遣を出しましょうと。これね、二つケースがあると

思うんです、大きく分けて。要は今日どうしよう、あしたどうしようという緊

急の事態ですよね。もう一つは長期シフトが組めない、頭数がそろわないとシ

フトが埋まらないと。これ、全然違うんですよね、対応としては。当然、緊急

対応の場合は、取りあえず頼れるところはこども支援課しか今はないから、前

やったら教育委員会ですね、報告してどうしましょうと、現場からＳＯＳが来

たと。しゃあないから出しましょうかって。それはやっぱり本来おかしいでし

ょう。前に馬本議員がおっしゃったんですけど、職務専念義務があるのに、何

をしとるんだという話ですよね。一面やっぱり私はよく当たってる話と思うん

ですね。例えば、学校の先生がいないから、どっかのおっちゃんを連れてきて

教壇に立たせたらそれでええんかと、そんなことにはならないですよね。学童

だって私は一緒やと思いますよ、ほかの仕事だって。例えば、お弁当を作るの

に、ここに空揚げを乗せてなというようなパートの仕事だったらね、ある意味、

衛生さえちゃんと気をつけてですね、ちゃんと装備をやって、並んでここへ空

揚げを乗せりゃええという話になる。いわゆる単純労働ですよね。可能性はあ

るし、当然世の中にたくさんそういう仕事はありますね。だけど、指導員がそ

んな場当たり的なことでは駄目でしょう。私はそこが一番大きな問題やと。人

材不足、人材不足って言いながらね、そこが全然区別されてない。責任者はは

っきりしていない。そこをちょっと整理してですね、じゃあ長期の場合はどう

かということと、短期をどうするんかと。これは二つ考えられるんですけど、

短期の場合は私は今の学童の状況を見れば緊急性はないなというふうに感じま

した。もちろん先生が担当ね、しっかりおってくれるっていうのは理想ですけ

どね。例えば、病気で休んだよというときに、それに対応できる人材がね、例

えば町の各部署で全部あるんかって、そんなこと絶対ないんですよ。あかんか

ったら翌日、あかんかったらさらに翌々日、どっかでカバーして穴埋めしてや

っていくっていうのが仕事やと思います。学童もね、短期の場合、熱が出て今

日は行けませんという指導員さんがおったときにどうするんかっていうのは、

これはやっぱり職場で組織として対応する必要があると思う。そこに全く経験

のない支援課の方がぽっと入って何をするのという話なんですよ。子どもだっ

て、知らない人が来たっていう状況になったら意味ないでしょう。まず、短期

の場合はもうそういう問題があると思う。その辺り、一体誰が何を判断してや

ってるか。これは部長決裁されてるんですかね、人を出すということで。本来

の業務じゃないけれど、あんた行ってきなさいというのは、これ、部長権限、

課長権限なんですか。ちょっとそこだけはっきりしませんか。  
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○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 町の職員が応援に指導員として駆けつけるということでの判断の決裁という

ことです。基本的に課長のほうが決定をしてくれておりまして、私も当然その

場で報告を受けて、同意をした上で職員のほうを派遣しているという状況でご

ざいます。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 そしたら、課長のほうにお尋ねしますが、部長は最終的に決裁するだけとい

う。基本は別にそれはそれでええと思います。部長が何もかもやるということ

じゃないんでね、課長がそれをやるっていうのはよく分かります。お聞きした

いんですけど、さっきまで例えば事務仕事をしてた方が、あんた学童へ行って

何をしてきなさいと、そこはどうなってますか。  

○議  長  

 西岡こども支援課長。  

○こども支援課長  

 ちょっと極端な話にはそれはなるんですけども、実際問題、向こうから応援

が来るときに、まず本当に中で回らないのか、その時間帯に人が本当に足らな

いのかっていう確認は取らせていただきます。時間的にこの時間帯にどうして

も手薄になるときとかいうのも、今いる職員さんは４時間勤務、長時間で７時

間なんですけれども、予定がなければ時間を超過勤務として勤めれるようであ

れば、そちらのほうを促しております。それでも人が足らないときとかを事前

に聞いておりまして、何日、何日がどうしてもシフトが組めないっていう場合

に、うちの職員のほう、この職員は教育委員会のほうからも結構、学童保育の

手伝いに行ってくれてたので、学童保育のこともよく知ってる職員のほうを行

かせております。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 仕事でやってるんでね、隣の家を助けに行く話じゃないんですよ。基準が必

要やと思うんです。基準について詳しく教えてください。  

○議  長  

 西岡こども支援課長。  
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○こども支援課長  

 先ほども言いましたけれども、現場のほうでどうしてもシフトが組めない状

況のときに、こちらのほうから応援のほうに行かせていただいております。  

○議  長  

 その応援者を決める理由、質問は。決める基準があるのかっていう。西岡こ

ども支援課長。  

○こども支援課長  

 すみません、ちょっと足りませんでした。基準は、今先ほども申しましたけ

れども、その職員は今言っていた会計年度の職員でおりまして、その方は教育

委員会のときから、学童保育のほうに何回も行ってることもありますし、学童

保育の事務もいろいろしているので、学童保育の指導員とも顔つなぎができて

いるっていうことで、その職員を対象に行っていただいてます。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 そんなこと聞いてない。判断基準って、これは当然あるはずなんです。職場

を見渡してね、何か遊んでるやつがいるからおまえ行ってこいと、そんな話じ

ゃないですよね。先ほど一番初めに確認しましたけど、要は設置基準というの

はあるんですよ、政府が決めた。それに基づいて当然運営されてて、ただしそ

れで十分だと私も思ってません。全国平均でも大体指導員１人に対して生徒さ

んというか、児童さんは大体１０人程度以下ぐらいっていうふうには思ってま

す。それはそれで別に全然いいんです。それに関してはね。ただ、緊急対応の

場合、短期の対応の場合に何を基準にしてそれをやるのか。例えば、何でそん

なふうに私が思うかっていうと、実際にこの間、北学童を見せてもらいました

けど、正直言って、先生が走り回ってという状況はないです。基本的に余裕を

持ってやっておられます。余裕があったらあかんという意味じゃないですよ、

余裕を持ってやっていただいたらええんですけど。それで、この中でお一人が

例えば病気なんかで抜けられたときにどうなるかって想像しても、問題ないね

という感じを私は正直言って感じました。ですから、頭数をそろえなあかんか

ら出したということではないと。そうじゃなくて、何らかの基準があってやっ

てるならそれでいいですよ。ただし、政府の基準は１施設４０人、２人と、最

低限というふうになってるんですから、それに照らしてどうですかと。例えば、

平群では別の何か内規的なもの、運用規則的なもんがあるんですか。これは教

育委員会にもお聞きしたいですけど、去年までそうやったですよね、こっちや

ったですよね、その辺りをちょっと引き継がれてると思うんで、どういうふう
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にその基準を運用されて引き継いでいるのか。これね、やっぱりそこが曖昧だ

ったらね、私は馬本議員がおっしゃったように業務専念義務違反やと。重大な

問題ですよ。管理責任ですから、これ、町長の責任でもあるわけですよ。大仰

に言えばそういう話になってしまうんで、そこははっきりしないとね、課長の

さじ加減でやってるということになったら、これは大問題ですからね、もう一

遍答弁を求めたいと思います。  

○議  長  

 西岡こども支援課長。  

○こども支援課長  

 こちらも向こうの判断というよりは、１施設４０人に対して、２人以上とい

う指導員を置かなければいけないということになりますので、そのシフト組み

のときに、ちょうど時間帯によって、シフトがＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとかあるんです

けども、そこでどうしてもお休みがあったときに、次の方と引き継ぐ時間帯の

この２時間がどうしても人が足らないとか１時間足らないっていうところもあ

るんです。そういうところで行かせていただいてるのがほぼ多いです。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 確認ですが、１施設、最低２人で運用してるということでいいんですか。  

○議  長  

 西岡こども支援課長。  

○こども支援課長  

 現在のところ、２名以上いてればということになっております。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 この間ね、全員協議会のときに説明された人数はかなり多かったと思うんで

す。本当に例外的じゃないと、要は常態化してるんだと。だから人員不足で困

ってるというふうに私は受け取ってたんですね。それからいうと、常時、最低

基準すら満たせない、２２人おられて、それすらできないと、そういう状況な

んですか。  

○議  長  

 西岡こども支援課長。  

○こども支援課長  

 常態化はしておりません。この間見ていただいた北学童におきましては、扶
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養範囲内の方が少ないんですけれども、平群学童とかになりますと、人数２２

名の中にでも扶養範囲内で働いてる方がいらっしゃいまして、週５日ではなく、

週２日、３日という方がいらっしゃるので、その方がお休みされると、やっぱ

り年休とかの加減でどうしても行けない。特別支援でちょっと大変な子も平群

学童のほうにはいてまして、どうしてもやっぱりその子に目配りしなければい

けないっていう時間帯もありますので、その時間帯はちょっと２人というより

は、人数を多く見てる場合もありますので、そのときに応援とかが特に行きま

す。  

○議  長  

 須藤議員。  

○２  番  

 質問時間が限られてますんで、もうこれ以上は言えないんですが、シフトを

組む段階で誰が責任を持つんだというのがすごく曖昧ですよね。今、課長がお

っしゃったように常態化していないということは、人員不足じゃないというこ

とになりますよね。おかしくないですか、論理として。常態化してなけりゃあ

臨時的な対応だけすりゃあいいわけで、何でそれで民間委託せなあかんのかっ

て理由にならないでしょう、それだったら。そこをはっきりしないとね、リス

クはすごく高いんですよ、民営化するというのは。  

 私は本当に見せてもらって、同僚議員が南も平群のほうも見せてもらいまし

たけど、どっちかというと北よりもさらに安定してるよというふうにはお聞き

しました。先生方に聞こうと思ってちょっとタイミングがなくなっちゃったん

ですけど、そんなに入れ替わりしてないですね。平均勤務年数も長いしね。だ

ったら、私は十分これはやっていけるやないかと。子どもとの関係でいうたら

ね、関係ができてるんですよ、子どもと指導員、先生方、指導員さんと親御さ

ん、学校の先生方やもちろん本庁の職員さんを含めてね、一つの組織として私

は出来上がってると思います。それをあえて民営化して御破算にしちゃう必要

は全然ないでしょう。  

 問題はね、私は主任だとか施設長さんだとか、しっかり体制を整えて責任を

持った方を配置してですね、それで本庁と協力すると。今そこが曖昧なんです

よ。だから、施設長さんなり、主任さんがいないのにボスみたいな人がシフト

を組んで、あんたこれをやってくれと。人事権を持ってないですよ、この人は。

判断するのは全部、結局本庁のこども支援課になるわけですから、そこは責任

が曖昧だと私は思うんです。そこを改善すべきであってね、今おる指導員さん

を今の形態で雇用して安定した状態を保つというのが私は非常に大事な視点や

と思います。もう時間がいっぱいなんで、質問を終わります。  
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 以上です。ありがとうございます。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 すみません、お時間が来ておりますのに申し訳ありませんけれども、先ほど

から課長が答弁させていただいております。常態的に人が足らないのかという

ことでは、最初の答弁で申し上げましたように、２２名で常態的には人のほう

は確保されておる。ただ、緊急時の場合にどうしてもシフトが組めずに、町の

職員が現場に配置をしないといけないということ、これが問題でございます。  

 今、議員に問題点を何か所か御指摘を頂きました。主任的な役割の指導員が

いてない、またそういったシフトの管理、町としての責任という部分での御指

摘も頂きました。我々も同じくしてそういった問題点について、課題について

同じそういった考え方を持った中で、議員は今の状態で何とか改善をするよう

に求めていただいているということでございますけども、我々としましては民

間委託化によってこれらの課題を解決をしていきたい。いずれにしましても、

子どもや保護者の方々が不安になるような指導員の配置、これは我々が絶対し

てはいけないことだというふうに思っておりますので、議員と我々の問題点・

課題点は共通してると思いますんで、そういった点について、今後解決に向け

て取り組んでまいりたいというふうに考えております。  

○議  長  

 それでは、須藤議員の一般質問をこれで終わります。  

 １０時４０分まで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時２７分）  

 

再    開  （午前１０時４０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号９番、議席番号４番、長良議員の質問を許可いたします。長良議員。 

○４  番  

 発言番号９番、議席番号４番、長良俊一です。皆様どうぞよろしくお願いい

たします。私は大きく３点質問させていただきますので、どうぞよろしくお願



 

－１４５－ 

いします。  

 それでは、始めさせていただきます。毎年、単年度主義での行政運営の中で、

町民の皆様のニーズを考え、予算化し、執行していくことの重要性を感じてい

ます。今年度も９月定例会で令和５年度を振り返り、次年度につなげる時期と

なりました。平静を取り戻し、本来の喫緊の課題を克服し、魅力ある町平群町

を感じていただけるようにとの思いからお伺いさせていただきます。  

 １番目に、部活動改革について。  

 ６月定例会にも一般質問させていただきましたが、放課後部活動については、

中学生にとって大変大事な成長する一助と考えます。先生方の働き方改革、指

導者の確保など、留意すべき問題点があるのは承知していますが、中学生の放

課後部活動には競技スポーツと生涯スポーツの両輪を兼ねており、繰り返しお

聞きする必要を感じる理由は、中学生生活の限られた時間の中で有意義な時間

を導く責任が我々にあるからです。現状をお聞かせください。  

 続いて２番目です。新しい時代の学び舎へ再生するために。  

 これからの学校施設は、児童・生徒と教職員がウェルビーイングで過ごせる

施設へと転換を図るとともに、１人１台端末を活用した多様な学びのスタイル

に応える学習空間をつくり出していくことが求められています。本町も大規模

修繕工事を予算化し、次につなげる施策を模索していると考えます。  

 その観点からお聞かせください。  

 １番、現在のＩＣＴ活用の現状と課題。  

 ２番、教員研修や校務を入り口にしての今後の展開。  

 次いで３番、授業改革についてです。  

 続いて３番目です。認知症施策と医療と介護の推進について。  

 平群町において、令和６年７月現在、高齢化率が３９．１％となり、既に３

人に１人が６５歳という超高齢社会となっています。独り暮らし高齢者や高齢

者のみの世帯が増加するとともに、特に認知症高齢者の増加が今後も大きな課

題となっています。認知症の方が尊厳と希望を持って認知症とともに、よりよ

く生きていくことができるよう、また認知症があってもなくても同じ社会で共

に生きる地域共生社会の実現と、認知症の人や家族の視点を重視しながら認知

症への正しい理解を深める活動や医療と介護の連携強化、認知症の早期診断、

早期対応など、認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化が求めら

れています。  

 そこで３点お伺いいたします。  

 １番、現在の独り暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、認知症高齢者の状況に

ついて。  
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 ２番、平群町として特色のある認知症施策の取組について。  

 ３番、医療と介護の連携強化として具体的な取組について。  

 以上３点、どうぞ明快な答弁をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 それでは、長良議員の大きな１項目めの部活動改革についてお答えをさせて

いただきます。  

 現状は、令和６年６月議会で申し上げましたとおり、令和６年度の学校部活

動の地域移行の取組に係る国の検証事業では、年間２４回の活動の約半分のス

ケジュールを進めてきたところでございます。また、今年度は新たな町のイベ

ントとして平群町スポーツフェスティバルを１１月１７日に総合スポーツセン

ターにおいて開催を予定しており、その中で今回の地域クラブ活動のダンス教

室参加者による日頃の練習成果を披露するダンス発表を予定しております。参

加者の成長を感じ取れるような取組ということで、新たな経験を通じて、今後

につながっていくことを期待しているところです。  

 以上でございます。  

○議  長  

 長良議員。  

○４  番  

 御答弁ありがとうございます。部活動改革については、続けて２回の質問に

なります。６月には教育長自らお答え願って、この部活動改革、先生方の働き

方改革の難しさを痛感してます。続けて、今回９月においてこうやって質問さ

せていただいたのは、必ず進捗状況があると思い質問させていただきました。

今、御答弁いただいたように、新たに平群町スポーツフェスティバルで１１月

１７日に発表会をしていただける。やはり放課後部活動っていうのは、今日の

僕の質問でありますように、競技スポーツと生涯スポーツの両輪を兼ねてます。

なぜそんな言い方をするか、僕はこの議場へ寄せてもらう５年前、それ以上に

奈良県の体育協会の理事をさせていただきました。毎年この９月期、１０月期

の前半は国体、スポーツの祭典をされてます。奈良県もあと十数年内に国体を、

スポーツ大会と名称が変わりました、させてもらいます。若き子どもたちがい

ろんな経験をして、これから奈良県平群町で育っていき、ここで出会ったいろ

んな人生をよかったなあと思っていただけるように、また今、教育問題を抱え

てる先生方の働き方を考慮しつつ、こうやってイベントで発表会をしていただ

く。そういった中でね、僕がこうやって３か月前に言うのは、必ず子どもたち
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は卒業していく、ずっと動いてるんだと、先生方の働き方も並行してやらない

といけないけれども、子どもたちが生涯スポーツに出会い、こうやって発表さ

せてもらえるダンス、オリンピックでもダンスは競技種目になりました。いろ

んな形で出会いをし、競技スポーツであったら、やっぱり発表の場、大会の場

が必ずあると思うんです。中学校で野球をしたり、サッカーをしたり、文化面

でいろんなことを発表したりする機会を与えてやるのも親っていうか、人生の

先輩、我々の役目やと思う。その中でね、学校から切り離してやった以上、そ

れもちゃんと連係しながらお預かりした子どもたちの人生を考慮してやってい

く。これは一番大事やと。だから、ダンスは発表できるけども、平群町はダン

スと硬式テニスをやらせてもらってます。中学校の大会に、その硬式テニスの

子が出れるように、また出たいという子どもが出たときにちゃんと対応できる

ように、町は万全を期してあげてほしいんです。学校でクラブ活動をしてたら、

当然学校の先生方が月曜日から金曜日までお世話してくれて、土日、よっしゃ、

ほんなら連れて行く。そのときに先生方と離れて、また引率者をつける、今は

そういうふうな形で放課後活動について、すごく熟慮されている時期やと思う。

でも、子どもたちは３年間の間で発表する機会を硬式テニスであろうが、ダン

スであろうが探して与えてあげる、それは大人の責務やと思う。そこら辺、行

政として考え、教育委員会としてバックアップをやってあげてほしい。そうい

った観点から、同じく６、９と続けてさせていただきました。考慮すべき点は、

僕の言ったことを加味して、これからもこの部活動については、今まさに子ど

もたちを預かってる以上、毎日変化してる。その対応を必ず忘れないようにだ

けしてやってください。どうぞよろしくお願いします。僕はこの質問について

は、このお答えを頂いただけでもう満足してます。どうぞよろしくお願いしま

す。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 それでは、長良議員の大きな２項目め、新しい時代の学び舎へ再生するため

についてお答えをさせていただきます。  

 まず、１点目でございます。現状と課題ということなんですけども、現在、

国を挙げて情報通信機器、いわゆるＩＣＴを活用した教育が急ピッチで進めら

れております。これはＩＣＴの目覚ましい発展による技術革新の加速やグロー

バル化の進展といった変化の激しい社会を生き抜くためには、ＩＣＴを道具と

して情報を収集し、判断し解決する能力が不可欠となっているということでご

ざいます。  
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 それから、２点目、３点目の質問なんですけども、５年前より各市町村で連

絡協議会を設置し、県域で統一した校務支援システムを導入し、学校間での共

通した様式の活用や情報のやり取りの見直しを図るなど、校務のデジタル化に

より効率化の進展、そして教職員の働き方改革の推進へとつなぐシステムづく

りを進めています。これまで本町としましても、全児童・生徒に１人１台端末

を整備し、日常の教科授業での積極的な活用や家庭学習での活用ができる環境

の整備、学校の高速ネットワーク環境の整備等に取り組んできております。ま

た、一昨年度の町内の小中学校全教員を対象とした夏期研修会では「ＩＣＴ教

育の充実」をテーマに、ＡＩ型ドリルの効果的な活用等について研さんする機

会を設けるなど、教員の教科指導力の充実に向けた取組の推進にも努めており

ます。加えて各校のＩＣＴ活用の推進役でありますエバンジェリスト、これは

先進的にＩＣＴ教育を取り組んでいる教職員のことであるんですけども、この

方々を中心に学校でのＩＣＴ活用が一層図られるよう定期的に協議する場を設

け、意見交流等を行うなど、引き続き学校教育におけます情報化の推進に向け

取り組んでまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 長良議員。  

○４  番  

 御答弁ありがとうございます。僕は議場でいつも言うんですけど、４人の子

どもを育てる親として、子どもを父親という立場から応援している。学校教育

っていうのは、目まぐるしく発展していって、団体行動を学び、いろんな人た

ちと交流することによって、社会形成の一助をしてもらう。そういう学校であ

るべきやと。また、そういった学校に親としてお預けしたい、そういった気持

ちで一心です。やはり子どもの父親である以上、しつけは親がするもんであり、

そのしつけが個性になり、人間力に生かされていくと。その中で、僕が子ども

のときには、パソコンを１人１台与えてもらうことなく、辞書をいっぱい持っ

て学校へ行って授業を受けさせていただきました。なぜ今回これを取り上げた

かというと、もうここに答弁いただいたように、５年ぐらい前からどんどんど

んどんパソコンで子どもたちが勉強するようになり、時代の流れをくみ、進ん

でいく。ほかの市町村ではもう入替えが始まる段階に入ってきた。我々の平群

町も当然同じように子どもたちが扱う以上、丁寧に扱ってくれる子もおれば、

残念ながら雑に扱ってくれる子もいてる。当然入替えしていかないといけない、

その予算組みも必要。また、答弁の中にあった以上、僕らと同年代の先生方は

もともとパソコンもあんまり得意じゃないけれども、こうやって１年に一度勉
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強会をしていただいて、今の発展的なパソコンを使って子どもたちに授業をし

ていく。そういう新しい教育のやり方を、先生も一生懸命汗をかいて勉強をし

ていただいてると思う。そこに、さっきの１番目の質問じゃないけど、部活動

やへったくれと言われて、自分にもともと持ってないもんまで与えられると、

先生もしんどいのは当たり前やと思う。  

 その中でね、僕は２番目にこの質問をさせていただいたのは、平群町は中学

校が一つしかなくて、これから先、あの建物で子どもたちを中心に集めて学び

舎としてやってほしい。そのためにも今回予算づけしていただいたもんも、Ｉ

ＣＴの中であります。次年度以降も同じようにつけていって、ほかの市町村に

競争で負けることなく、続けてやっていっていただきたい。その一途で２番目

の質問をさせていただきました。どうか、ほかの市町村の情報をいっぱい集め

て、平群町で学んでよかった。この山間部でね、やっぱり歴史ある町で子育て

をさせてもらった親御さんが満足していただけるように、そういうカリキュラ

ムで先生方のバックアップを教育委員会、教育長がやってやってほしい。なぜ

そんな言い方をするか、教育長は中学校の校長先生で、中学校の先生方の御苦

労をたくさん経験して知ってるからです。我々は子どもを育てる親として今後

バックアップし、ここでよかったと思えるように、教育長を先頭にやってやっ

てください。この準備、整備だけは必ず注視して予算組みをしてやってくださ

い。まず９月期ですから、次は令和７年度に向かってのリスタートですからと

思い、ここで質問させていただきました。どうか予算づけもよろしくお願いし

ます。頑張ってください。これで教育のところの２点は結構です。ありがとう

ございます。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは３項目め、認知症施策と医療と介護の推進についての御質問にお答

えをさせていただきたいと思います。  

 まず１点目、高齢者の状況についてでございます。  

 令和６年４月現在、独り暮らし高齢者の方は１，１６１人、高齢者のみの世

帯数は１，５２０世帯で、３，０７５人となっております。また、認知症高齢

者につきましては、要介護認定を受けておられる方１，４８１人のうち７９４

人というような状況になっております。  

 続きまして２点目、本町として特色のある認知症施策の取組についてという

ことで御質問を頂いております。  

 本町の取組といたしましては、地域包括支援センターを拠点といたしまして、
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認知症になっても住み慣れた地域で希望を持って日常生活を過ごせるよう、毎

年、認知症サポーター養成講座を継続的に開催をいたしております。広く認知

症に対する理解、促進を図っておるというところでございます。また、認知症

の方やその家族の視点を重視しながら、地域住民における早期からの支援を実

施するために、前年度にチームオレンジを設立をさせていただきました。さら

には、町内医療機関、また関係機関と積極的に連携協働いたしまして、昨年に

は町内医療機関が主催されます講演会に共催をいたしまして、認知症予防とそ

の対策についての講演と対談形式のディスカッションのほうに参画をさせてい

ただきました。民間医療機関のつながりから有名講師を呼んでいただきまして、

非常に多くの住民の方々の参加が得られ、その中で町としての認知症施策の取

組などについても周知、啓発をさせていただけたと認識をしております。今後

におきましても、地域包括支援センターを拠点といたしまして、認知症相談会

や予防事業等の継続実施、また地域医療機関及び関係機関との連携を強化をい

たしまして、引き続き住民の方への支援を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして３点目、医療と介護の連携強化ということで、具体的な取組につ

いてのお尋ねでございます。  

 生駒地区医師会と生駒郡内４町との生駒郡医療と介護の連携に関する協定書

を締結しております。それに基づきまして、医療と介護の連携の中での課題解

決に向けた取組であったり、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推

進、医療・介護関係者の情報共有の支援など、地域包括ケアの推進、深化に取

組を行っております。今後におきましても、医療と介護の密な連携により、住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、

医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保され、地域全体で高齢者

を支える体制構築を実現してまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 長良議員。  

○４  番  

 御答弁ありがとうございます。僕は皆さんも御承知やと思うんですけども、

バラ園で仕事をさせていただいてます。うちの義理の父親は８０歳になっても

一緒に農業を手伝ってくれてます。一生懸命やってもらう。僕は１番、２番で

教育について御質問させていただきましたから、続いて高齢、人生の先輩方の

今後についても質問させていただきたいと思い、今回この認知症について質問

させていただきました。  

 平群町は、この山間部の中でデマンドやフレイル、いろんな取組をして、人
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生の先輩方や子どもたちを支える行政活動をしっかり一生懸命取り組んでると

僕は思ってます。この前、この答弁の中で答えていただいたように、民間でも

こうやっていろんな認知症に対するのを文化センターでやってくれたり、この

週末には花火大会をしてくれる若い人たち、ますます一生懸命盛り上げてくれ

るまちづくりをしてくれてる人たちはたくさん平群町にもいてます。それに行

政が背中を押すのは、また議場からこうやって発信することは我々にとって、

まちづくりにとって大変重要やと思う。今後、ますます平群町が人口減らない

で守れる、また人を呼び込めるためにも、いろんな各部署、横と縦との連携を

密にして、元気いっぱいなまちづくりをしてもらいたい。そういった思いから、

こういう民間の人もやってくれてる、いいことやと僕は思うんで、今回取り上

げさせていただきました。行政は縦割りと横割りが大変複雑ですけれども、今、

部長が答弁いただいたとおり取り組んでいただいてると思いますが、もう一度

その取組について、もう一つだけ深く聞きたいと思います。課題解決に向けた

今後の各種関係との連携の強化について、もう一度お聞かせください。よろし

くお願いします。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 課題解決における連携強化ということでの再質問でございます。  

 とりわけ高齢者を取り巻く課題などの解決におきましては、議員御質問の通

告の中でもありましたように、地域包括支援センターへの早期相談、また早期

発見のための取組の充実、町内医療機関との連携により、物忘れ外来などへの

早期診断につなげ、また地域や各種介護サービスによる早期支援を行うための

各関係機関との連携強化、体制構築が課題解決につながるものというふうに考

えております。今後におきましても、医師会などの協力を得ながら、在宅医療・

介護連携推進のための体制構築に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。  

 以上でございます。  

○議  長  

 長良議員。  

○４  番  

 御答弁ありがとうございます。僕はお願いが一つできました。役場へね、ま

た包括支援センターやいろんなとこへ人生の先輩方が訪ねてこられたときに入

りやすい、そんな雰囲気をつくってあげてください。人生いろんなテーマを持

って一生懸命日々を過ごしておられると思う。聞きにくいことでも聞きやすい、
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そういう行政窓口をつくってあげてください。子どももこの前、ちょっと話は

それますが、うちの愚妻が子ども会のキャンプに行ったときに、せきが止まら

ない子どもがいてたらしい。今日はちょっと１回帰りって、その代わりあした

元気になったらまたおいでと言うたら、お母さんに子どもが電話口で帰りたく

ないって言ったらしいんです。でも、お預かりしてる大人もね、これはもしも

のことがあったらあかんからって帰した。でも、次の日の朝、その子どもは元

気よくまたキャンプに朝に親に連れてきてもらって、また輪に入って１日楽し

い時間を過ごした。家に帰って教えてくれました。話がそれてるように思いま

すけども、人生の先輩方だって恥ずかしいところもあると思うんです。行政っ

ていうのはいろんな方々をお預かりしている以上、話をしやすい場所、環境づ

くりが欠かせないと思う。風通しのよい住みよいまちづくりをしてやってくだ

さい。どうぞよろしくお願いします。  

 僕の質問はこれで結構です。これで終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。  

○議  長  

 それでは、長良議員の一般質問をこれで終わります。  

 １１時２０分まで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午前１１時０６分）  

 

再    開  （午前１１時２０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号１０番、議席番号１２番、馬本議員の質問を許可いたします。馬本

議員。  

○１２番  

 議長の許可を得ましたので、大きく３点通告をしております。行政側におか

れましては、明確な御答弁をひとつよろしくお願いを申し上げます。  

 まず、１点目でございます。矢田山（仮称）東西線建設についてであります。 

 将来の平群町発展がかかっていると言っても過言でない、また、東南海地震

がいつ発生してもおかしくない状況下において、防災上からも（仮称）東西線

道路建設は、平群にとって非常に重要な課題であると私は考えております。私
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は平成６年６月に提案してから、毎年のごとく一般質問を行ってまいりました。

その結果、平成２８年度までは大和郡山市と平群町の１市１町の共通課題とし

て県に毎年要望されていましたが、平成２９年度からは（仮称）東西線は県北

西部に広域的なメリットが期待できるとのことから、郡山土木協議会、生駒市、

大和郡山市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町の２市４町の共通課題として、

奈良県事業として毎年要望されております。  

 そこで第１点目、今年度の郡山土木協議会はいつ開催されましたか。また、

平群町独自の取組はされましたのか。  

 ２点目、要望書に対する奈良県の回答はどうでしたか。  

 続きまして、大きく２点目でございます。総合グラウンドを人工芝化に。  

 令和２年９月議会に、総合スポーツセンターのグラウンドを人工芝化にと提

案しました。なお、工事費は独立行政法人日本スポーツ振興センターと平群町

地域振興センターで予算化されれば、町は財政上の影響はないのではと質問、

教育委員会は、人工芝化については各種団体との問題等があり、クリアされれ

ば賛成であると回答されました。  

 その後、令和３年９月議会に再質問をしました。教育委員会は、主要スポー

ツ団体の意見聴取を行った。各種団体は異議はなかったが、現在の使用が制限

されることのないように、また料金設定についても高額にならないようなどの

意見があった。また、教育委員会は人工芝化した自治体や県などに聞き取りを

行った結果、財源の確保など、今後検討しなければならない問題があるとの回

答をされました。  

 その後、令和４年度に再々質問を行いました。大切な提案と評価しており、

前向きに考えておると。しかし、町財政的に不安定な時期であり、結論を出す

ことは難しく、引き続き財源確保に向け、地域振興センターとともに継続協議

を続けていきたいと考えていますとの御回答も頂きました。  

 なお、令和５年度の質問では、令和４年度の総合スポーツセンターと中央グ

ラウンドの種目別集計では、総合グラウンドはサッカーの利用率が８０％、中

央グラウンドは軟式野球の利用率が６０％、並びにターゲットバードゴルフが

２０％など、総合グラウンドと中央グラウンドの利用種目が固定化されており

ます。よって、総合グラウンドは利用率の高いサッカーをメインとした人工芝

化に面整備することにより、町内外からのサッカーの利用者を受け入れ、利用

料金収入と平群町の知名度アップにつながることが考えられます。地域振興セ

ンターと継続協議の進捗状況並びに今後の見通しをお聞かせくださいとの再度

の質問をいたしました。教育委員会の回答は、人工芝化に向けては一定の町財

政の負担は認識していますので、引き続き財源確保に向け、地域振興センター
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と協議を続けていきたいと考えていますと、令和４年度に回答をされながらも、

実態は協議されておりませんでした。よって、令和５年度中の速やかなる協議

をしてまいりますと御回答もされました。  

 そこでお聞きをいたします。  

 第１点目、今日までの関係機関と協議された日程並びに協議内容は。  

 そして、今後の取組についてお聞かせいただきます。  

 ３点目、コミバス運行についてでございます。  

 平群町の公共交通空白地域解消として、平成１５年度に西山間ルートと南部

ルートのコミバス２台が試行運行され、１年後の平成１６年に西山間ルートが

本格運行されました。その後、平成１７年度に、南部ルートも本格運行をされ

ました。平成２３年度には南部ルートを中央循環ルートに編成、３台運行され、

その後、一部ルートや停留所の変更が行われました。平成３０年度は財政難の

ため、コミバスを３台から２台に削減し、西山間と南北循環ルートの２ルート

に再編され、現在運行されております。  

 そこでお伺いいたします。  

 １点目、６月２０日に開催されました公共交通対策特別委員会で、令和５年

度コミバスの利用状況では、西山間ルートは平成３０年度は９，５８４人に対

し、令和５年度は８，０２７人と１，５５７人の減、また南北循環ルートは平

成３０年度は１万１，１７９人に対し、令和５年度は１万１７９人と１，００

０人の減であります。  

 コミバス運行の委託料の状況であります。令和３年度の西山間ルートでは経

費というのは、当初契約金額とそのときの運賃収入を合わせた金額が、１，１

６６万１，１００円で１人当たりの運行経費は１，４２７円、また南北循環ル

ートでは経費、当初契約金額プラス運賃収入で１，１６７万１，０００円で１

人当たりの経費は１，２４６円、年間運行経費総額２，３３３万２，１００円

で１人当たりの平均運行経費は１，３３１円となります。  

 令和４年度の西山間ルートでは経費、当初予算契約金額プラス運賃収入は１，

１９３万４，４５０円で、１人当たりの運行経費は１，５４３円、また南北循

環ルートの経費は当初契約金プラス運賃収入１，１７５万９，２２０円で、１

人当たりの運行経費は１，２１７円、年間運行経費は総額２，３６９万３，６

７０円で、１人当たりの平均運行経費は１，３６２円であります。  

 令和５年度の西山間ルートでは、経費は当初契約額プラス運賃収入１，３３

４万４，１００円で、１人当たりの運行経費は１，６６２円、また南北循環ル

ートでは経費、当初契約額プラス運賃収入１，３１４万６，１００円で、１人

当たりの運賃経費は１，２９１円、年間運賃経費は総額２，６４９万２００円
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で、１人当たりの平均運賃経費は１，４５５円。  

 令和６年度の予算のコミバス委託料は２，７２３万９，０００円で、まだ運

賃収入はこれからでございますので、一応当初の契約はその契約になっており

ます。利用者は減となり、委託料は毎年増額の現状をどのようにまず認識され

ているのか、課題をどのように捉えているのか、御答弁をお願いいたします。  

 ２点目、７月に北葛城郡の広域７か町の中の２町のコミバス運行について視

察研修を行ってまいりました。上牧町の巡回バスの概要は、平成２５年１０月

１日から無料で利用できるコミバスが運行開始されました。現在は３台で運行、

令和５年度より民間の交通会社に２台を委託、また１台は従来どおりシルバー

人材センターに委託されております。年間の利用者数は、令和３年度は５万４，

６４６人、令和４年度は６万６，１４１人、令和５年度は７万９，５８５人が

利用されました。また、令和５年度の運行の総経費は３台で約３，５００万円、

車両は上牧町が所有されております。運転委託料は約２，９００万円、運休日

は年末年始１２月２９日から翌年の１月３日までがお休みとなっております。  

 また、河合町の循環バスの概要であります。河合町は平成１４年度から無料

で利用できるコミバスが運行開始をされております。現在は２台で運行され、

河合町が直営をされておるわけでございます。年間の利用者数は、令和３年度

は７，８１１人、令和４年度で１万３，１０２人、令和５年度では１万４，０

４１人が利用されました。また、令和５年度の運行の総経費は２台で約１，１

００万円、車両はリース２台、運転手の人件費など、そして運休日は毎週月曜

日と年末年始１２月２８日から１月４日となっています。  

 そこで、平群町の現状と他町の状況を踏まえ、どのように行政は認識されて

いるのか。  

 次に三つ目、今後のコミバス運行について。  

 現状の運行形態、運休日は土曜・日曜・祝日、運行時間帯を維持した上で委

託から、私は直営、運転手確保のため直営にすべきと思います。  

 ２番目、利用運賃は無料とする、近畿運輸局の許可は不要であります。  

 ３番目、運行車両は１０人乗りとします。  

 ４番目、運行車両の小型化により、狭い道路への進入が可能となるため、停

留所を増やすことができます。ということは自治会の要望を受けることが可能

となってきます。  

 ５番目、現在のコミバスは毎年委託料が増額しており、町負担の軽減が図ら

れます。  

 ６番目、住民にとって利便性向上などを私は提案したいと思いますが、この

提案についてどのようなお考えでございますか。  
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 よろしく、３点について御答弁をお願いいたします。  

○議  長  

 西岡事業部長。  

○事業部長  

 それでは、馬本議員の１項目めの矢田山（仮称）東西線建設についての御質

問にお答えいたします。  

 まず、１点目の郡山土木協議会の総会開催日について、本年７月１日付で書

面決議での開催となり、今年度も２市４町の連名で、矢田丘陵を通す東西線の

実現に向けた計画に早期着手することについて、協議会共通の要望事項として

奈良県に提出をしており、７月１日に郡山土木事務所長が来庁された際には、

町長より改めて東西線について要望を行いました。  

 町独自の取組としましては、本年７月８日に本町の担当部課長が大和郡山市

の都市建設部長を訪問し、東西線の必要性を再確認し、首長同士の面談を実施

することについて協議を行いました。その後、７月２２日には町長と大和郡山

市長との直接面談を行い、平群町の交通事情や課題を説明した上で、引き続き

両市町が東西線の事業化に向け連携を図るとともに、今後、平群町が県に対す

る要望活動を図っていくことに理解を示されたところであります。また、県土

マネジメント部長に対しましては、東西線の実現に向けての要望を予定してお

り、８月２０日に県庁本課の道路建設課長に対して、事前説明を行ったところ

でございます。  

 ２点目の要望書に対する奈良県の回答についてですが、昨年９月に郡山土木

事務所長より、東西線の必要性は理解できるが、大規模な新規道路建設となる

費用対効果の検証など、非常に高いハードルをクリアしていく必要があるとの

見解を示されており、改めての回答はございませんでした。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 １点目でございます。町長がね、部長、課長が大和郡山市へ行っていただき、

８月２０日かな、西脇町長と向こうの市長とお会いしていただいて、これ、私

は平成６年やから３０年になりますねけど、首長同士の面談というのは私はな

んか初めてのように記憶しますねけど、うちの町長もいかにこの東西線が大事

ということをより一層認識されたんじゃないかなというふうに思います。私は

町長自身が大和郡山市長とお会いされたということに非常に感謝もし、それと

将来の平群町ということを考えてされた行動と思います。町長に対して、この
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場をお借りして厚く御礼を申し上げます。担当部長並びに担当課長がその段取

りをしていただけましたこと、感謝を申し上げます。それで、この件につきま

しては非常にハードルの高いことはもう重々分かってるわけでございます。常

に私は思っておりますねけどね、このことは平群町にとって最重要な将来の課

題でもあるし、三郷町にとっても、生駒市にとっても、このトンネルは最重要

な課題。平群町の将来がかかっていると言っても私は過言でないと思います。

このような大きな事業についてはね、県の事業でございますけども、粘り強く

言い伝えなければならないことと思ってます。それで私は１年に一遍必ずこの

場をお借りして町長の対応とか部長の対応とか所長の対応とか、いろんな対応

をここで聞いておるわけでございます。ハードルの高い事業でございますけど

も、町長並びに担当部長、担当課長、副町長もひとつよろしく、より一層の御

尽力を賜りますように、この場をお借りいたしまして、よろしくお願い申し上

げます。この件については議長、これで結構でございます。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 それでは馬本議員の大きな２項目め、総合グラウンドを人工芝化についてお

答えをさせていただきます。  

 まず、１点目でございます。今日までの関係機関と協議された日程並びに協

議内容についてですが、これから先の平群町を見据える上で潤いのある豊かで

持続可能なまちづくりが求められております。総合スポーツセンターグラウン

ドの人工芝化も持続可能なまちづくりの一つの政策であると考えております。

このことにつきまして、現在まで指定管理者である平群町地域振興センターと

も協議を行ってまいりました。同じように庁内での議論では、総合スポーツセ

ンター全体を見たときに、既にウォーターパークは廃止になっており、跡地活

用など課題が浮き彫りとなっております。体育館は平成７年８月に竣工し、今

年で２９年を迎えています。このようなことから、当該施設の老朽化や議員御

提案のグラウンドの刷新や体育館の空調設備設置など、時代に合った対応が迫

られております。この対応策として、当該施設の一体的な再構築ができないの

か、その中の一つとしてグラウンドの人工芝化が実現できないのか協議を行っ

てまいりました。  

 ２点目の質問でございます。今後の取組についてですが、今後実現に向けた

方策を探っていくことになります。その一つとしまして、総合スポーツセンタ

ーを都市公園化に位置づけることで、国の補助を活用できる可能性が広がって

まいります。現在の財政状況を見据えた上で、今後は町の一般財源の支出を抑
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えた方策により、総合スポーツセンター再構築に向けた計画的なプランづくり

の検討を進めていくことになるということでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 １点目につきましては、大きく考えて総合スポーツセンターは一つのもんと

いうような考え方を持って、一体化についていろいろ内部で協議されてきたと

いうことの経緯を御報告いただきました。これについては、まず感謝を申し上

げます。人工芝も中へ入って協議していただいたなということを感じて感謝を

申し上げます。  

 ２点目につきましては、この一体化のプランについて総合スポーツセンター

を一体化して都市公園、都市の関係のそういうようなプランづくりをされてる

というふうに、ちょっとそういうお考えされましたけど、いつ頃そのプランが

出来上がるというたらいかんけど、ある程度一定議会のほうへ示されるのかな、

その点はどうですか。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 現在、プランづくりについての事前の調査段階でございます。ある程度、先

が見通せた段階でお示しをさせていただけたらなというふうに考えておりま

す。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 一般財源も支出を抑えた総合スポーツセンターの再構築に向けての計画的な

プランづくり、事前調査の段階に取り組んでいただいてることをまずもって感

謝を申し上げます。今後の推移を見ながら私自身、またこれについてはその中

には人工芝が入っておりますので一般質問させていただきますので、その節は

よろしくお願いを申し上げます。この質問はこれで結構でございます。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは、３点目のコミバスの運行についてお答えいたします。  
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 まず、１点目につきまして、運行にかかる経費につきましては、運転手の人

件費増加や燃料費高騰などに伴いまして、委託料が年々増加している状況であ

ると認識しております。  

 次に、２点目の平群町の現状と他町の状況を踏まえてですが、上牧町や河合

町では無料でのコミバスを土日も運行してるということで、利用者の利便性の

向上を図っているとの認識をしております。  

 次の３点目の議員から頂いた御提案につきましては、例えば利用料を無料す

ることに伴い、ＮＣバスやデマンド交通など、既存の地域公共交通の全体に影

響を与えるものであると考えられます。実際利用されてる方々の御意見をお伺

いしながら、また公共交通については継続的に安定した運行を行うことなど、

将来の地域公共交通のことを見据えた様々な観点から、今後のコミバスの運行

を検討してまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 令和５年度も先ほど質問の中に入れましたけども、西山間ルートでは１人乗

りはって１００円お支払いされて、１，６６２円かかってんねん。１人やで。

今度は南北ルートに自分も１００円払って乗りはったら１，２９１円かかって

んねん。南北と西山間を合わせて平均を取ったら１人１，４５５円かかんねん。

平群町は１人１，３５５円の負担してんねん。１人乗りはってやで。これはね、

皆さんいろいろ認識してはると思うけど、一つ目の、部長は要するに人件費高

騰に伴い委託料が年々増加してることは認識してるって、こんなん認識してへ

んで、私に言わせたら。こんなんどこへ行ったってね、こんなバスは言うて悪

いけど、町が１，３００円とか補塡してるか。まだまだ上がるねんで、これ。

これは由々しき時期ですよ、今。大変なときですよ。  

 それでね、僕が先ほど提案した話やねけど、何を言いたいかっていうたら、

僕の話は今のコミバスではもたへんと思う。住民は黙ってへん。利用されてる

人はええやろう。利用はどんどん減ってくんねん。委託料はどんどん上がって

くんねん。そんなね、大変なことですよ。そこで僕が提案したのは、利用者の

運賃は無料とすることによって、停留所の変更、ルートの変更、時間時刻の変

更などはね、近畿運輸局の許可は要らないんですよ。また、運行車両は小型１

０人乗りによって、より狭い道路へ進入することが可能となるわけでございま

す。また、そこで大事なことは、自治会などの要望を受けることができ、住民

にとって利便性の向上につながります。ある町では、半年に一度、関係する自
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治会長が集合されまして、そこでここにこういう停留所を設けてほしい、ここ

は不必要やという住民の意見を聞いて運行されてます。次に、利用料が無料の

ため白ナンバー車両で運行できるため、運転手は普通自動車第一種運転免許証

で運転できます。ここで一番大きな課題は、ここで気をつけてほしいのは運転

手確保の問題があります。そのため、提案に利用運賃は無料、車両は小型化、

普通自動車運転免許証で運転できます。また、現状の運行形態、私の運行形態

を言うてるのは土曜・日曜・祝日は休みましょう。今コミバスが走ってる道路

を維持しましょう。それと、半日運転業務とか利用が無料になるため、運転手

とのお金のやり取りもなくなることにより、退職された方や女性などが働きや

すい職場となることと思います。今、住民に私もこの間言われました。あんた

町会議員をして現在のコミバスをどない思うてんねん。これは現実の話で皆さ

んも聞いておられると思う。それでも１人１，４００円も１，５００円もかか

るというたら、みんなびっくりしはるでしょう。空気を運んでるとの住民の批

判を私も聞いてます。今回の提案は、町負担の軽減が図られて住民が喜んでい

ただける。大変これね、部長、大事なことやねん。  

 よそへ行ったら、２町へ行ってきたけども、ある１町は午前中だけ仕事され

る。また、昼から違う人になる。そうして大体２台を動かしてはる。それはも

う早うからやってはるし、ほんである町は、初めはそないしてはってんけども、

要するに３６５日というたらいかんけど、年末だけと年始だけ休まはるために、

休みがないねん。運転手が大変ということや。それで初めはシルバーでさして

たけど、今はそのシルバーの運転手がいないということで、高齢化もしてます

というお話でした。そこで、アイという交通の運輸会社に運転を頼まれてね、

１４人の大型というたらいかんけど、普通免許では乗れないコミバスを導入さ

れてるわけや。ということは１時間当たり数千円の人件費を払うてんねん。う

ちらかて町バスに乗ってもうたら、１時間に大分払うでしょう。それと一緒で、

２種免許証を持ってはりましたわ。  

 それで一番僕が心配したのは、何で土曜・日曜・祝日、今コミバスが走って

るような運行形態を持っていただきたいというのを提案させてもうたのは、運

転手確保が非常に安易にできるということです。それと女性も運転できる。ま

して、土曜・日曜・祝日は休みましょうというのは、やっぱり車の整備も必要。

それと土日祝がお休みのために来てくれはる人もいてはるという町も言うては

りました。それと経費ですわ。よそのある町は１，１００万円ぐらいで、それ

は車をリースしてはりますね。こっちは人件費だけで３，０００万円近くかか

ってはんねけど、それはそれで皆そこの市町村のやり方ですねけど、うちのを

今見たら、恐らく２，８００万円から３，０００万円近い委託料を払わんなん
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ことになるということは１台１，５００万円払わんなんことになります。それ

で、無料することによって陸運局の許可も要らへんし、地域住民の自治会長会

議をされて、そこでここへ停留所をつくってほしいとか、住民のニーズを聞き

ながら投資効果率の向上のためにもね、ああ平群に住んでよかったって、お年

寄りが高齢化されてもこの平群町において特に狭い団地、そういうとこへ入れ

るわけ。そしてね、今度ここにスーパーがまたできるやろう。できたときに、

一々陸運局の許可を取る必要がないの。一切路線もないの。それと時刻表も陸

運局の許可を取る必要がない。それは、利用される地域住民の自治会が決めて

いただくことになる、それを行政がやることになる。地域住民のコミバスをつ

くりましょう、走らせましょうということであってね、地域住民の自治会長に

皆その場所の要望をしてもうたらええねん。僕はそう思いますよ。こんなんね、

どんどんどんどん維持管理の委託料が高うなる。そんなんね、十分僕も話しす

るけども、こんな１，４５５円もかかって乗ってるように住民は思うてはるか、

皆。１００円を出してんねん、ほんならデマンドタクシーの人は３００円自分

で払うてはんねん、あれな。その代わりデマンドタクシーはドア・ツー・ドア

で自分のおうちまで来てくれはります。目的地まで行ってくれはる。これはこ

れの利点がある。けれども、コミバスも今言うたように、今の状況やったら停

留所一つ変えるのも、路線バスのルートを変えるのも、時刻表を変えるのも、

みんな陸運局の許可が要るんでしょう。そうちゃうか、それだけちょっと答え

て。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 議員のおっしゃるとおり、陸運局の許可等が必要になってきます。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 はい、分かりました。これだけ言うたらもう御理解していただけると思いま

すので、この件についてはね、また私が一般質問を粘り強くしますんで、これ

は住民のためにしますよ、言うて悪いけど。やっぱりね、これからね、今言う

てるように、こっちのＮＣバスの問題、これは今言うてないから別の話やけど、

いろんな問題があるわけや。けれども、それは独自の直営ですることによって

ね、女性ドライバーができるし、それと定年退職された方が４時間働きたいわ

というたら働いてくれはることもできるし、そういうことができるんです。せ



 

－１６２－ 

やから、土曜・日曜・祝日は運行しませんよということも、最初の一番基本中

の基本と思います。ひとつ今後この件については、また研究していただくとい

うことで、研究していただくねんね、この提案について。再度もう１回お聞き

しますけど、この提案について今後行政側はどのように思っておられますか。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 貴重な御提案を頂きましてありがとうございます。今後、内部等でまた協議

を行ってまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 今日提案させてもうただけやからすぐね、いろんな話を聞かしていただきた

いということも思うてませんねけど、ひとつ提案させていただきますので、私

は一政治家としてこの点にかけてますので、今後定期的にこのコミバスの運行

については質問させていただくことを、次のとは言いませんけども、また議会

ごとに一般質問をさせてもらいますので、ひとつよろしくお願いを申し上げま

す。  

 議長、この質問で終わります。ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、馬本議員の一般質問をこれで終わります。  

 １２時ちょうどまで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午前１１時５３分）  

 

再    開  （午後  ０時０１分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号１１番、議席番号９番、井戸議員の質問を許可いたします。井戸議

員。  

○９  番  



 

－１６３－ 

 議席番号９番、井戸太郎でございます。本日で最後のトリでございますが、

短めに終わらせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、議長

の許可を頂きましたので、通告に基づきまして、大きく１点質問させていただ

きます。  

 紙書類の電子化で、資源と経費の節約を。  

 前々から議論されている、いわゆるペーパーレス化について質問、要望をい

たします。  

 小さい１、近隣市町村の状況は。  

 ２番目、平群町の現状は。  

 ３番目、できるところからのさらなるペーパーレスをです。  

 ぜひともよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは、御質問にお答えいたしたいと思います。  

 まず、１点目の近隣市町村の状況ですが、主な取組として、本町と同じく、

内部会議は端末の使用にて会議資料を電子化し、ペーパーレス化を行う自治体、

そしてメールやチャットの使用やタブレット端末を導入して活用している自治

体、そしてまた今後のさらなる取組として電子決裁の導入も検討している自治

体もありました。  

 ２点目の平群町の現状ですが、緊急財政健全化計画に基づきまして、全庁的

にペーパーレス化を推進しております。部課長級以上の管理職には端末を配備

し、毎月の定例部課長会議の会議資料を電子化し、また職員研修等では大型の

電子モニターを活用しまして、研修資料等のペーパーレス化に取り組んでいる

ということでございます。また、職員への各種案内通知の廃止や各資料の状況

共有や通知、通達などは職員ポータルサイトや庁内インターネットメールを活

用しまして、ペーパーレスでの情報共有を図っております。  

 各課の取組といたしまして、会計課におきましては、各種伝票等の添付書類

を今現在見直しを図っているということでございます。教育委員会では、教育

支援委員会など外部の委員の参画する会議では、タブレット端末等を活用して、

会議資料はペーパーレスで実施するなど取り組んでおります。  

 ３点目のできるところからということですけれども、議員の御指摘のとおり、

引き続き現在行っている取組に加えて、情報機器や情報ツールを効果的に活用

しまして、今後もペーパーレス化を一層推進してまいりたいというふうに考え

ております。  



 

－１６４－ 

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○９  番  

 ありがとうございます。前向きなペーパーレス化について、徐々に進んでい

るということで、私から一つ提案するとすればですね、今こども園でコドモン

というシステムを使ってますけども、これで育英会だより等はペーパーレス化

になっております。そういう意味では、小中学校にも利用できるのではないか。

コドモン以外の、緊急のものでも情報伝達だけのものであるならば、担任の先

生とのやり取りとかは別として、全町的な例えばＰＴＡの会報紙だったりとか、

そういうものを含めて電子化して出すことができれば、訂正等の問題も、あと

は原稿締切りの問題も解決できますし、いろんな面で出す側もメリットがある

のかなと考えております。ぜひとも、そういうＩＣＴを使った小中学校でのペ

ーパーレス化というのも考えていっていただきたいなと思います。  

 また、議会でもですね、議会内部で話し合えばいいことなんですけれども、

行政の側からもこういうのは要らないんじゃないのかなっていうものを提案し

ていただけると議会としても議長に相談してですね、やりやすいのではないか

と思いますので、ぜひともその辺のほうはまたよろしくお願いいたします。一

応答弁をよろしくお願いします。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 御質問にお答えいたします。  

 こども園のほうでコドモン等をシステム化で導入しまして、確かにすごく内

部でのペーパーレス化や、そして保護者に対する連絡等も全てそれで行われて

おり、お便り等もそちらのほうで全部できてるということで、また先ほどお述

べのとおり、修正とか訂正とか、電子化になっていくとそういうのが簡単にで

きるというようなメリットもあります。小中学校もそうですけれども、やはり

今おっしゃっていただいたとおり、今まで漠然としてペーパーレス化に取り組

んでまいりました。そういった中で、議会、全部そうなんですけれども、庁内

全体でまたちょっと目標的なものをつくって、そういったところで各課と協議

しながらペーパーレス化に取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。  

 以上でございます。  

○議  長  



 

－１６５－ 

 井戸議員。  

○９  番  

 前向きな答弁ありがとうございます。一つ一つとっても、またいろいろ条例

の作成だとか規則の作成とか必要となってくると思いますので、一足飛びには

いかないとは思いますけれども、ぜひとも前向きな検討、研究のほうも含めて

よろしくお願いいたします。  

 これで私の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、井戸議員の一般質問をこれで終わります。  

 これをもって一般質問を終結いたします。  

 以上で本日の日程は終了しました。  

 これをもって散会いたします。  

（ブー）  

散    会  （午後  ０時０８分）  


